
館林都市計画の変更（邑楽町決定・案）

都市計画公園中３・３・１０２号松本公園を次のように変更する。

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

理 由

１ 歩行者の安全確保に向けた隣接町道の拡幅と、公園の中心に位置する忠霊塔を含めた

一体的な維持管理と利用に向け、都市計画公園の区域を変更するものである。
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近

隣

公

園

3・3・102 松本公園

邑楽町

大字石打字松本、字家間、

大字藤川字谷中の各一部

約 2.9ha


